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第１ 監査の種類   地方自治法第１９９条第２項の規定に基づく行政監査 

 

第２ 監査のテーマ  指定管理者制度について 

 

第３ 監査の目的 

平成１５年６月の地方自治法の改正により指定管理者制度が創設された。この制度は，多様化 

する住民ニーズに効果的，効率的に対応するため，公の施設の管理に民間事業者が有するノウハ

ウを広く活用しつつ，住民サービスの向上及び経費の縮減等を図ることを目的とするものである。 

 本市では，法改正の趣旨を踏まえ，「藤沢市指定管理者制度導入の基本方針」（平成２０年１

月に「藤沢市指定管理者制度導入及び運用の基本方針」に改められた。）を策定し，従前の制度

である管理委託を行ってきた施設については，平成１６年度から順次指定管理者制度への移行を

行い，平成１８年４月にはすべて移行を完了した。以後他の公の施設への指定管理者制度の導入

を進め，平成２６年度には１９種１３４施設の運営を指定管理者が行っている。 

そこで，この指定管理者制度の導入がその目的を達成しているかについて検証し，より効果的

な施設の管理運営に寄与することを目的として監査を実施する。 

 

第４ 監査の対象 

行政総務課及び指定管理者制度導入施設所管課における指定管理者制度に関する事務 

 

第５ 監査の期間 

２０１４年（平成２６年）１１月１０日から２０１５年（平成２７年）３月１２日まで 

 

第６ 監査の方法 

行政総務課及び指定管理者制度導入施設所管課から関係書類等の提出を求め，書類審査及び関

係職員への質問等を実施するとともに，本調査を行った３種類１０施設について現地調査を行っ

た。 

 

第７ 着眼点 

 指定管理者制度の目的を達成するための評価の仕組みが適正に機能しているか 
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第８ 本市の指定管理者制度の導入状況 

１ 本市の指定管理者制度導入施設 

本市の指定管理者制度導入施設については，次のとおりである。 

 

指定管理者制度導入施設一覧表 

      平成２６年４月１日現在 

Ｎｏ 施設名 施設数 指定管理者名 所管課 

1 

藤沢市太陽の家（心身障

がい者福祉センター） 

1 社会福祉法人光友会 福祉部障がい福祉課 

2 藤沢市自転車等駐車場 16 

公益財団法人藤沢市まち

づくり協会 

土木部土木計画課 

3 

藤沢市生きがい福祉セン

ター（分室を含む。） 

2 

公益財団法人藤沢市まち

づくり協会 

福祉部高齢者支援課 

4 藤沢市地域市民の家 41 

藤沢市地域市民の家運営

委員会連絡協議会 

市民自治部市民自治推進課 

5 

藤沢市市民活動推進セン

ター 

1 

特定非営利活動法人藤沢

市市民活動推進連絡会 

市民自治部市民自治推進課 

6 藤沢市老人福祉センター 3 

社会福祉法人藤沢市社会

福祉協議会 

福祉部高齢者支援課 

7 

藤沢市江の島サムエル・

コッキング苑 

1 江ノ島電鉄株式会社 経済部観光課 

8 藤沢市江の島岩屋 1 

公益社団法人藤沢市観光

協会 

経済部観光課 

9 

藤沢市八ケ岳野外体験教

室 

1 

株式会社八ヶ岳高原ロッ

ジ 

教育部学校教育企画課 

10 藤沢市立児童館 5 

公益財団法人藤沢市みら

い創造財団 

子ども青少年部子ども青少

年育成課 

11 藤沢市青少年会館 2 

公益財団法人藤沢市みら

い創造財団 

子ども青少年部子ども青少

年育成課 

12 藤沢市少年の森 1 

公益財団法人藤沢市みら

い創造財団 

子ども青少年部子ども青少

年育成課 

13 藤沢市地域子供の家 16 

公益財団法人藤沢市みら

い創造財団 

子ども青少年部子ども青少

年育成課 
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14 

藤沢市市営住宅及び共同

施設 

24 

一般社団法人かながわ土

地建物保全協会 

計画建築部住宅課 

15 

藤沢市新林公園ほか１１

公園 

 

12 

公益財団法人藤沢市まち

づくり協会・藤沢市緑化

事業協同組合グループ  

都市整備部公園みどり課 

16 藤沢市長久保公園 1 

公益財団法人藤沢市まち

づくり協会 

都市整備部公園みどり課 

17 

藤沢市秩父宮記念体育館

ほか３施設 

4 

公益財団法人藤沢市みら

い創造財団 

生涯学習部スポーツ推進課 

18 藤沢市労働会館  1 アクティオ株式会社  経済部産業労働課 

19 

藤沢市湘南台文化センタ

ー 

1 

公益財団法人藤沢市まち

づくり協会・藤沢市民会

館サービスセンター株式

会社共同事業体 

生涯学習部文化芸術課 

  

合 計 134 
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２ 本市の指定管理者制度導入年度，指定期間及びその他の状況 

本市の指定管理者制度の導入年度，指定期間及びその他の状況については，次のとおりである。 

 

 

1

藤沢市太陽の家（心身障がい

者福祉センター）

平成16年度 平成25～29年度 5年 非公募 指定管理料 社会福祉施設

2 藤沢市自転車等駐車場 平成16年度 平成24～28年度 5年 非公募 利用料金 基盤施設

3

藤沢市生きがい福祉センター

（分室を含む。）

平成16年度

平成25～平成

27.7.31

2年4ヶ月 非公募 指定管理料 社会福祉施設

4 藤沢市地域市民の家 平成17年度 平成25～29年度 5年 非公募

指定管理料＋利用料

金

文教施設

5 藤沢市市民活動推進センター 平成17年度 平成25～29年度 5年 公募

指定管理料＋利用料

金

文教施設

6 藤沢市老人福祉センター 平成17年度 平成25～29年度 5年 非公募

指定管理料＋利用料

金

社会福祉施設

7

藤沢市江の島サムエル・コッ

キング苑

平成17年度 平成25～29年度 5年 非公募 指定管理料

レクリエーショ

ン・スポーツ

8 藤沢市江の島岩屋 平成17年度 平成25～29年度 5年 非公募 指定管理料

レクリエーショ

ン・スポーツ

9 藤沢市八ケ岳野外体験教室 平成17年度 平成25～29年度 5年 公募

指定管理料＋利用料

金

レクリエーショ

ン・スポーツ

10 藤沢市立児童館 平成17年度 平成25～29年度 5年 非公募 指定管理料 文教施設

11 藤沢市青少年会館 平成17年度 平成25～29年度 5年 非公募 指定管理料 文教施設

12 藤沢市少年の森 平成17年度 平成25～29年度 5年 非公募 指定管理料 文教施設

13 藤沢市地域子供の家 平成17年度 平成25～29年度 5年 非公募 指定管理料 文教施設

14 藤沢市市営住宅及び共同施設 平成18年度 平成26～28年度 3年 公募 指定管理料 基盤施設

15 藤沢市新林公園ほか１１公園 平成18年度 平成26～30年度 5年 非公募

指定管理料＋利用料

金

レクリエーショ

ン・スポーツ

16 藤沢市長久保公園 平成20年度 平成25～29年度 5年 非公募 指定管理料

レクリエーショ

ン・スポーツ

17

藤沢市秩父宮記念体育館ほか

３施設

平成18年度 平成26～28年度 3年 非公募

指定管理料＋利用料

金

レクリエーショ

ン・スポーツ

18 藤沢市労働会館 平成19年度 平成22～26年度 5年 公募

指定管理料＋利用料

金

産業振興施設

19 藤沢市湘南台文化センター 平成23年度 平成23～27年度 5年 非公募

指定管理料＋利用料

金

文教施設

※「施設区分」は，平成２４年１１月総務省発表の「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果」の分類に準じる。

指定管理者制度導入年度，指定期間及びその他の状況一覧表

平成２６年４月１日現在

Ｎｏ 施設名 制度導入年度 指定期間

公募/

非公募

運営財源 施設区分
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第９ 本市の指定管理者制度導入施設の状況 

本市の指定管理者制度導入施設の状況については，１９種１３４施設を公募及び非公募に区分

し，近年，指定管理者が変更となった施設，第三者評価の評価方法別及び評価が実施された年度

を考慮し４施設を抽出して調査を行った。 

 

１ 藤沢市八ケ岳野外体験教室 

 （１） 施設及び指定管理者の概要 

施 設 の 概 要 

施 設 名 藤沢市八ケ岳野外体験教室 

所 在 地 長野県南佐久郡南牧村大字海ノロ字西手原２２３９番１４２ 

設 置 年 月 平成４年６月 

設 置 目 的 児童生徒が豊かな自然の中で集団宿泊生活や野外体験を通して心身を鍛え，もって

健全な人格を形成していくために設置された施設 

施 設 内 容 面積等 

 敷地      ８１，７４５．４５㎡ 

 延べ床面積     ５，０５５．５６㎡ 

施設内容 

 管理棟      ＲＣ造り３階建て   １棟 

 宿泊棟      木造２階建       ６棟 

         木造平屋建         ２棟 

 幕営施設，集会棟等  

利 用 者 ・藤沢市立学校の児童生徒及び引率者 

・神奈川県内の小・中学校（中等教育学校の前期課程を含む）又は特別支援学校の

小・中・高等部の教育のために藤沢市八ヶ岳野外体験教室を使用する者 

・その他，教育委員会が認めた学校及び引率者等 

・藤沢市民 

・藤沢市市内に勤務先を有している者又は市内の学校に通学している者 

・その他，教育委員会が認めた者 

指定管理者の概要 

指定管理者名 株式会社八ヶ岳高原ロッジ 

所 在 地 長野県南佐久郡南牧村大字海ノロ字西牧場２２４４番地１ 

設 立 年 月 昭和５７年４月２０日 

事 業 内 容 ホテル運営（藤沢市八ケ岳野外体験教室の近くで経営している。），別荘管理，不

動産販売及び仲介，建築請負事業，その他 

指定管理期間 平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日の５年間 

選 定 方 法 公募 

運 営 財 源 指定管理料と利用料金制の併用 

所 管 課 学校教育企画課 
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 （２） まとめ 

   藤沢市八ケ岳野外体験教室の指定管理者は，平成２５年度より２期連続で指定管理事業を行 

っていた株式会社東急コミュニティーから株式会社八ヶ岳高原ロッジに変更となった。 

   利用者アンケートについては，回収数が少なく，配布及び回収方法を見直す必要があるが， 

以前と比べ，利用者サービス，施設の維持管理及び自主事業等について，利用者の満足度が上 

昇し，住民サービスの向上が図られているように思われる。また，ホテル部門と共同し，低コ 

ストで良品質な食材等の仕入れ，季節にあった食材を活かした様々なメニューの開発，高原ロ 

ッジホテルと連携した様々なイベントの案内，スタッフの柔軟な対応等，民間事業者が有する 

ノウハウを広く活用し様々な工夫のもと事業運営を行っている。その結果，利用者アンケート 

は，「満足」及び「やや満足」を占める割合が多くなっている。 

 モニタリングについては，各評価の項目においておおむね水準を満たしており，Ａ判定で評 

価されている。また，モニタリングの評価方法は，平成２５年度から新方式により行われ，評 

価項目に対してＡ判定以外の場合には，必ずその理由や分析内容を記載することとなっている 

が，当該施設については，Ａ判定であっても判定根拠や気づいた点について具体的に記載され 

ており，より詳細な評価を行っている。 

 なお，所管課において，平成２２年度及び２４年度の指定管理料が減少した経費項目は判明 

したが，指定期間中における収支計算書の各支出項目の年度比較分析及び当該計算書の妥当性 

の検証は行われておらず，また，法人の財務状況を把握するために財務諸表類の入手も行われ 

ていない状況である。 

 今後，所管課は，財務的な視点を取り入れた分析を行うとともに，指定管理者が様々な創意 

工夫のもとより一層安定的で利用者のニーズに合った事業運営を行うよう指導することを期待 

する。 
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２ 藤沢市市民活動推進センター 

 （１） 施設及び指定管理者の概要 

施 設 の 概 要 

施 設 名 藤沢市市民活動推進センター 

所 在 地 藤沢市藤沢１０３１番地 コジマビルディングⅠ ２階 

設 置 年 月 平成１３年１２月 

設 置 目 的 市内の公益的な市民活動を推進する拠点として，市民活動に関する様々な情報の提

供，市民活動団体相互の交流及び連携を促進し，市民活動団体の自立化を支援する

ことを目的として設置された施設 

施 設 内 容 面積等 

 鉄骨鉄筋コンクリート造  延べ床面積   ４４９．００㎡ 

主な施設内容 

 会議室，情報スペース，交流スペース，多目的スペース，作業スペース等 

利 用 者 ・公益的な市民活動を行い，又は行おうとするもの 

・市長が適当であると認めるもの 

開 館 時 間 午前９時から午後１０時まで 

休 館 日 ・火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日に当たるときは，その翌日） 

・１月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

・指定管理者が必要があると認めたときは，市長の承認を得て，休館日に開館し，

又は開館日に休館することができる。 

指定管理者の概要 

指定管理者名 特定非営利活動法人藤沢市市民活動推進連絡会 

所 在 地 藤沢市藤沢５７７番地 寿ビル３０１号室 

設 立 年 月 平成１３年３月１日 

事 業 内 容 特定非営利活動を行う団体の，運営又は活動に関する連絡，助言又は援助の活動 

特定非営利活動に係る事業（市民活動促進に関する交流会及び研修会等の開催並び

に情報の収集と発信，市民活動の普及啓発事業，市民活動に関する調査・研究，市

民活動支援センターの運営，その他，この法人の目的を達成するために必要な事業） 

指定管理期間 平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日の５年間 

選 定 方 法 公募 

運 営 財 源 指定管理料と利用料金制の併用 

所 管 課 市民自治推進課 

 

 （２） まとめ 

   藤沢市市民活動推進センターの指定管理者として，当該施設の管理方法を指定管理者制度に 

移行してから特定非営利活動法人藤沢市市民活動推進連絡会が事業運営を行っている。 

   施設の年間利用件数及び年間延利用者数は徐々に増えている状況にあり，利用者アンケート 

の結果からもお礼に関するものが多く，住民サービスの向上が図られていると思われる。 
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第三者評価で指摘された当該センターの設置目的及び施設運営上の基本方針の周知について 

は，利用者とコミュニケーションを取りながら日々の対応の中で改善を図り，職員養成につい

ては，内外部研修の受講について義務化し，常勤及び非常勤スタッフ全員が個人情報保護に関

する資格試験を受験し合格しているなどスキルアップに努め，おおむね対応している。 

なお，所管課においては，指定期間中における収支計算書の各支出項目の年度比較分析及び

当該計算書の妥当性の検証は行われていないが，法人の財務諸表類については，決算期に入手

し財務状況について分析を行っている。 

今後，所管課は，収支計算書の分析を行い，その妥当性について検証するとともに，指定管

理者が継続的にサービス水準を維持しながら安定的な事業運営を行うよう指導することを期待

する。 
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３ 藤沢市地域子供の家 

 （１） 施設及び指定管理者の概要 

施 設 の 概 要 

施 設 名 藤沢市地域子供の家 

所 在 地 藤沢市内（地域子供の家施設一覧のとおり） 

設 置 年 昭和５９年～平成８年 

設 置 目 的 子供に遊び場を提供し，その心身の健全な発達を図ることを目的として設置された

施設 

施 設 内 容 地域子供の家施設一覧のとおり 

利 用 者 ・小学校，中学校又は中等教育学校の前期課程に就学している者 

・付添人のいる幼児 

・青少年育成団体 

・上記のほか市長が認めたもの 

開 館 時 間 ・２月から１０月まで  午前１０時から午後５時まで 

・１月及び１１月    午前１０時から午後４時３０分まで 

・１２月        午前１０時から午後４時まで 

・指定管理者が必要があると認めたときは，市長の承認を得て，開館時間を変更す

ることができる。 

休 館 日 ・毎月第３日曜日 

・１月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同月３１日まで 

・指定管理者が必要があると認めたときは，市長の承認を得て，休館日に開館し，

又は開館日に休館することができる。 

指定管理者の概要 

指定管理者名 公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

所 在 地 藤沢市朝日町１０番地の８ 

設 立 年 月 平成２２年４月１日 財団法人藤沢市みらい創造財団 

平成２４年４月１日 公益財団法人藤沢市みらい創造財団（公益財団法人に移行） 

事 業 内 容 ・青少年の健全な育成を目的とする事業 

・市民の健康づくりと生涯スポーツの推進を目的とする事業 

・芸術文化の振興を目的とする事業 

・その他目的を達成するために必要な事業 

指定管理期間 平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日の５年間 

選 定 方 法 非公募 

運 営 財 源 指定管理料 

所 管 課 子ども青少年育成課 
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 （２） まとめ 

   藤沢市地域子供の家の指定管理者として，平成２２年度から公益財団法人藤沢市みらい創造 

財団（平成２２年度当初は財団法人藤沢市みらい創造財団その後，平成２４年度に公益財団法 

人藤沢市みらい創造財団に名称変更）が事業運営を行っている。 

   当該指定管理者は，「地域の子どもは地域で守り育てる」との理念のもと，地域の方々で構 

成された各地域子供の家運営委員会を中心とした施設管理運営，地域団体やボランティアと協 

名称 所在地 敷地面積

規模

構造

延床面積 施設内容

湘南台子供の家

藤沢市湘南台四丁目２０番地の

７

401.40㎡

木造

平屋

161.70㎡

子供エレベータ，浮き橋，屋根裏アスレ

チック，卓球台，吊り橋，内・外を結ぶ

すべり台

片瀬子供の家 藤沢市片瀬二丁目３番４号 589.07㎡

鉄骨

造平

屋

180.90㎡

子供エレベータ，卓球台，屋根裏アスレ

チック，ロープウェー，内・外を結ぶす

べり台

羽鳥子供の家 藤沢市羽鳥四丁目３番１６号 474.02㎡

木造

平屋

156.02㎡

屋根裏アスレチック，卓球台，回転すべ

り台，浮き橋，タイヤケーブルジム，ラ

ンニングウェーブ

中里子供の家 藤沢市打戻１７２１番地 1,806.66㎡

木造

２階

362.72㎡ 屋外複合施設，卓球台，のぼり遊具

藤沢子供の家 藤沢市藤沢５３５番地の５ 270.68㎡

鉄骨

造平

屋

165.62㎡

子供エレベータ，浮き橋，屋根裏アスレ

チック，丸太すべり台，内・外を結ぶす

べり台

鵠沼子供の家 藤沢市本鵠沼四丁目３番２号 466.00㎡

木造

平屋

156.02㎡

床下通路，浮き橋，回転すべり台，屋根

裏アスレチック，つり輪，丸太クライミ

ング

大越子供の家 藤沢市善行坂二丁目８番３号 477.40㎡

木造

平屋

156.02㎡

子供エレベータ，卓球台，屋根裏アスレ

チック，浮き橋，回転すべり台，丸太わ

たし，ネットブリッジ，丸太やぐら

大庭子供の家 藤沢市大庭５３０７番地の１ 1,000.13㎡

鉄骨

造平

屋

201.90㎡

つり輪，砂場，タイヤケーブルジム，

ネット階段，内･外を結ぶすべり台

六会子供の家 藤沢市亀井野５４８番地の６ 953.61㎡

木造

平屋

156.02㎡

卓球台，屋根裏アスレチック，回転すべ

り台，つり輪，砂場，Ｘ型浮き橋，ロー

プウェー

長後子供の家 藤沢市高倉２１９５番地の１ 638.00㎡

木造

平屋

189.00㎡

子供エレベータ，回転すべり台，つり

輪，卓球台，ロープウェー，浮き橋，吊

り橋

鵠南子供の家

藤沢市鵠沼海岸五丁目１１番８

号

629.59㎡

木造

平屋

156.02㎡

子供エレベータ，屋根裏アスレチック，

回転すべり台，つり輪，卓球台，ロープ

ウェー，浮き橋，つり輪わたし，床下通

路

八松子供の家

藤沢市辻堂元町一丁目９番１６

号

981.24㎡

木造

平屋

156.02㎡

子供エレベータ，卓球台，屋根裏アスレ

チック，つり輪，砂場，床下通路，浮き

橋，ロープウェー

本町子供の家 藤沢市本町三丁目１１番３号 322.41㎡

鉄骨

造平

屋

159.56㎡

子供エレベータ，ウォータージャング

ル，ネット階段，回転すべり台，床下通

路，砂場，つり輪

秋葉台子供の家 藤沢市遠藤３０９６番地の２ 892.59㎡

木造

平屋

156.02㎡

子供エレベータ，ウォータージャング

ル，ネット階段，つり輪，床下通路，

ロープウェー，回転すべり台

高谷子供の家 藤沢市渡内三丁目８番７０号 620.93㎡

木造

平屋

163.47㎡

子供エレベータ，浮き橋，屋根裏アスレ

チック，平均台，ネット階段，床下通

路，つり輪，回転すべり台，タイヤケー

ブルジム

俣野子供の家 藤沢市亀井野３２２７番地の３ 533.46㎡

木造

平屋

162.86㎡

子供エレベータ，ネット階段，屋根裏ア

スレチック，床下通路，回転すべり台，

ロープウェー

地域子供の家施設一覧
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働した事業等，各施設独自の地域性に応じた事業が行われている。 

利用者数については，平成２０年度から平成２２年度まで施設修繕工事等により減少傾向で

あったが，平成２５年度は増加している。 

利用者アンケートについては，事業報告書の添付の際に，調査方法，実施期間，調査件数及 

び回収件数の記載が漏れているものが見受けられたのでアンケート調査の信頼性を確保するた

めにも記載させて提出の際，確認する必要がある。 

第三者評価で指摘された財団らしいノウハウを活かせるような運営を行うために，管理と魅 

力ある子ども達のコミュニケーションの場となるような講習・研修の実施については，他の青

少年施設の研修内容を参考にするなど見守る人が受講する研修内容を工夫して行い，また，広

報・ＰＲ活動については，回覧板及び地域広報誌を活用し，地域との交流・連携については， 

地域行事の協力を行い交流・連携を図る等，おおむね対応している。 

なお，所管課においては，指定期間中における収支計算書の各支出項目の年度比較分析及び 

当該計算書の妥当性の検証も行われておらず，法人の財務諸表類については，決算期に入手し 

ているが財務状況についての分析は行われていない状況である。 

今後，所管課は，財務的な視点を取り入れた分析を行うとともに，指定管理者が地域との連 

携を図り各地域の特殊性を活かしたサービス提供をより一層行うよう指導することを期待す

る。 
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４ 藤沢市湘南台文化センター 

 （１） 施設及び指定管理者の概要 

施 設 の 概 要 

施 設 名 藤沢市湘南台文化センター 

所 在 地 藤沢市湘南台一丁目８番地 

設 置 年 月 平成元年７月（こども館），平成２年１０月（市民シアター） 

設 置 目 的 市民文化の創造及び活動に寄与し，もって市民の福祉の増進を図ることを目的とし

て設置された施設 

施 設 内 容 面積等 

 こども館，市民センター，公民館 

  建物面積    ２，１０５．４７㎡ 

延べ床面積  １０，８９７．８２㎡ 

  鉄骨鉄筋コンクリート・一部鉄骨造（地下２階，地上４階）  

主な施設内容 

 地下２階 体育室，更衣室，駐車場（８０台）等 

地下１階 展示ホール，談話室（４室），和室，調理室，多目的ホール，こども

館事務室，子育て支援センター，ファミリーサポートセンター等 

１階   行政事務室，ギャラリー，ワークショップ（工作室），陶芸室等 

２階   円環ギャラリー，市民活動プラザ 

３階   宇宙劇場，大気測定室等 

４階   宇宙劇場 

面積等 

市民シアター 

  建物面積    １，３４４．８３㎡ 

延べ床面積   ３，４１７．５２㎡ 

  鉄骨鉄筋コンクリート・一部鉄骨造（地下１階，地上３階） 

主な施設内容 

地下１階 楽屋（４室），リハーサル室，スタジオ，シャワー室等 

１階   舞台事務室，舞台，客席等 

中２階  便所等 

２階   客席（６００～７００席），親子室等 

３階   調整室等  

開 館 時 間 ・こども館    午前９時から午後５時まで 

・市民シアター  午前９時から午後１０時まで 

・指定管理者が必要があると認めたときは，市長の承認を得て，開館時間を変更す

ることができる。 
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休 館 日 ・月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日に当たるときは，その翌日） 

・休日（１月１日を除く）の翌日（その日が土曜日，日曜日又は休日に当たる場合

を除く。） 

 ・１月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同月３１日まで 

・指定管理者が必要があると認め，市長の承認を得て，休館日に開館し，又は開館

日に休館することができる。 

指定管理者の概要 

指定管理者名 公益財団法人藤沢市まちづくり協会・藤沢市民会館サービスセンター株式会社共同

事業体 

所 在 地 公益財団法人藤沢市まちづくり協会 

 藤沢市円行二丁目３番地の１７ 

藤沢市民会館サービス・センター株式会社 

藤沢市鵠沼東８番１号 

設 立 年 月 昭和６１年４月１日 財団法人藤沢市まちづくり協会 

平成２５年４月１日 公益財団法人藤沢市まちづくり協会（公益財団法人に移行） 

昭和４３年７月９日 藤沢市民会館サービス・センター株式会社 

事 業 内 容 公益財団法人藤沢市まちづくり協会 

・市民の活力導入と市民サービスの向上を図ること及び施設の効用を高めること 

・地方公共団体，民間企業，個人等からの障がい者及び家庭女性のための働く機

会を提供すること  

・臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業（雇用

によるものに限る。）を希望する高齢者のために，職業紹介事業又は一般労働者

派遣事業を行うこと  

・高齢者に対し，就業等に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこ

と 

・高齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業等

を通じて，高齢者の生きがいの充実，福祉の増進及び社会参加の推進を図るため

必要な事業を行うこと  

・その他公益目的を達成するために必要な事業青少年の健全な育成を目的とする

事業等 

藤沢市民会館サービス・センター株式会社 

・各種イベント総合企画，構成，設営，運営業務 

・コーディネイト，ディスプレイ（室内・店舗） 

・宴集会，ケータリングサービス業務 

・舞台関係総合管理，保守点検，運営業務 

・公共施設，設備，機器等の総合管理，保守点検，運営業務 

・警備業法による警備業務 

・ビルメンテナンス業務 
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指定管理期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日の５年間 

選 定 方 法 非公募 

運 営 財 源 指定管理料と利用料金制の併用 

所 管 課 文化芸術課 

 

 （２） まとめ 

   藤沢市湘南台文化センターの指定管理者として，平成２３年度から公益財団法人藤沢市まち 

づくり協会・藤沢市民会館サービスセンター株式会社共同事業体が事業運営を行っている。 

利用者数については，市民シアターの利用者は徐々に増加しているが，こども館の利用者は 

減少傾向にある。 

利用者アンケートについては，実施した事業ごとに調査を行っており，利用者の意見・感想 

等の分析を行うとともに課題を洗い出し，その対策を行っている。 

第三者評価において指摘されたサービスの質の評価方法については，サービス水準を判定で

きるように新たに利用者アンケートの項目を設ける等，おおむね対応している。 

なお，所管課においては，指定期間中における収支計算書の各支出項目の年度比較分析及び

当該計算書の妥当性の検証は行われておらず，法人の財務状況を把握するために必要な財務諸

表類の入手も行われていない。 

 今後，所管課は，財務的な視点を取り入れた分析を行うとともに，指定管理者が利用者の要

望を把握し，新たなイベント等の企画を行うことで利用者の増加を図り，また，継続的に質の

高いサービス提供を行うよう指導することを期待する。 

 

第１２  意見及び要望 

   本市においては，平成１６年度に指定管理者制度が導入されてから１０年が経過し，導入施設

が当初３種１７施設であったものが平成２６年度において１９種１３４施設まで増加した。また

指定管理者の更新については，多い施設で３回行われている。 

   このように，制度の導入から数年が経過し導入施設数も増加等した中，今回の監査は，指定管

理者制度の導入目的である「住民サービスの向上」，「経費の縮減等」の実現に向けた評価の仕

組みについての調査を行った。その結果，以下の点について意見及び要望する。 

 

１ 利用者アンケート調査及び第三者評価について 

  利用者アンケート調査及び第三者評価の意見及び課題等の対応については，おおむね行われて

いる。 

  利用者アンケート調査については，利用者からの意見聴取として基本協定書の中に「指定管理

者は，本業務に関し，アンケート調査の実施，利用者会議の開催，意見箱の設置などにより，常

時又は期間を定めて利用者から意見を聴取し対応する体制を講じなければならない。」と規定して

いる。利用者アンケート調査は，市民のニーズ，満足度及び指定管理者事業の実態を把握し，今

後の運営を行うに当たり欠かせないものである。今回の調査を通じて，調査件数が少ないもの及

び調査方法，収集方法並びにアンケート項目の工夫が必要なものが見受けられた。これらについ

ては，利用者アンケート調査の意義を考慮し住民サービスの向上を図るためにも，今後検討する

必要がある。 
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また，利用者アンケート調査結果に調査方法，調査期間及び回収件数の記載が漏れているもの 

も見受けられたので，アンケート調査の信頼性を確保するためにも適切に行うよう指導し，所管

課で確認する必要がある。 

なお，利用者アンケート調査の結果については，指定管理者が分析を行い，今後の課題及び対

策等を調査結果に記載させることが望ましい。 

 

２ モニタリングについて 

  モニタリングについては，平成２５年度から指定管理者の更新時等に際して段階的に新方式の

モニタリングに移行している。従来のモニタリングは，全ての指定管理者に対し統一された評価

の基準のもと行われ，施設の特性に応じた評価までいたっていない現状にあると思われる。 

新方式のモニタリングは，第一に基本協定書，年度協定書及び仕様書等の規程類で定めた業務

水準や目標に対して，各時点での実施・達成状況の確認を主眼としている。これにより指定管理

者制度を導入した所管課は，指定管理者が示した提案事項の実施・達成状況を確認することにな

る。指定管理者が示した提案事項は施設ごとに異なるため，当該施設に応じたモニタリングを行

うことが可能と思われる。第二に活動指標を設けており，これにより指定管理者が，事業計画書

等で，目標に掲げた利用者数や利用料金収入の見込状況など，定量的に把握できるものを指標と

して定め，定期的に目標値，見込値に対する実績値を確認し乖離が生じた場合，分析を行うとと

もに必要な対策を講じることが可能と思われる。 

モニタリングの新様式には，判定欄の下欄にコメント欄を設け，判定の考え方，課題，改善方

法，市からの指摘事項への対応等を記載することとなっている。特に，判定がＡ以外の場合には，

必ず，その理由や分析内容を記載することとなっているため判定根拠等が明確となるが，モニタ

リング評価の形骸化を防ぐため及び指定管理者のモチベーションを上げ，よりよい住民サービス

を提供させるために判定がＡであっても，成果が認められる点等を積極的に記載することが望ま

しい。また，新方式のモニタリングについては，現在，移行段階ということから各所管課に十分

周知し，適正な評価が行われるよう図られたい。 

 

３ 収支計算書の分析等及び法人の財務諸表類の入手並びに活用について 

  基本協定書の中に，「収支に関する帳票その他本業務の実施に関する諸記録を整備し，常に経理

状況を明らかにしておくとともに，藤沢市が必要と認めるときは，その状況を報告しなければな

らない。」また，「本業務に係る会計を他の会計と区分して経理しなければならない。」と規定して

おり，年度終了後に収支計算書の記載した事業報告書の提出を義務づけている。これにより年度

終了後には収支計算書が提出されているが，各所管課において収支計算書の年度比較の分析及び

妥当性の検証がされていない。 

また，基本協定書に法人の財務諸表類の提出が規定されているが，一部の所管課は財務諸表類

の入手が行われていないものが見受けられた。 

今後は，所管課において指定管理者の選定の際に活用できるように，提出された収支計算書の

年度比較分析及び当該計算書に記載された支出が指定管理者事業に係る支出であり，また，当該

計算書は各証憑類及び帳簿に基づいて作成されたものであるという妥当性の検証を行うことが望

ましい。 

さらに，倒産リスクを把握することで，住民サービスの低下を防止するため，決算期に法人の
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財務諸表類を入手し，その活用方法を研究し，指定管理者の安定性及び継続性の検証について検

討されたい。 

 

最後に，各施設の所管課は，指定管理者制度の本旨である「住民サービスの向上」及び，「経費

の縮減等」を図るため，利用者の要望を的確に把握し，指定管理者の施設の運営に可能な限り反

映するよう指導することで，利用者の満足度をより一層高めるとともに，財務的な視点を取り入

れた評価を行い，事業運営のさらなる効率化の推進について指導することを期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


